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1適用範囲

本仕様書は津山市が実施する津山浄化センター２系水処理（電気）設備改良に伴う撤去

及び新設工事に適用する。

2工事名 津山浄化センター２系水処理（電気）設備改良工事

3発注者 津山市

4納入・施工場所 津山市　川崎　地内

5対象 津山浄化センター

6工事期間 契約日より平成31年1月31日

7工事施工基準

本工事に使用する機器、材料並びに施工基準については、下記の諸規格、基準、

規則などを基準とする。

１） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（平成28年度版）

２） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共電気設備工事標準仕様書（平成28年度版）

３） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共機械設備工事標準仕様書（平成28年度版）

４） その他津山市の指定する事項

8資料の提供

１） 仕様書

２） 現場写真

9見積書及び添付書類

１） 内訳明細書 可能な限り具体的に数量及び単価を明記のこと。

建築工事、電気工事等、更新に必要な項目は

全て含んだ見積内訳書とすること。

（例：機材費、据え付・組み立て費、運搬費、仕上補修、

電気工事、撤去・処分費、所管公署への申請手続費等）

２） 設計図 寸法・材料・性能・規格等が明記してあるもの。

（必ず提出のこと）

以上の書類提出は各２部とする。

  ＊  必ず現地確認の上、見積書作成のこと。

10見積書及び添付書類の提出

１） 提出日時 公告のとおり

２） 提出先 〃

３） 提出方法 〃

11請負人の決定

見積書と設計図を総合的に審査し、概ねの寸法及び仕様に合致したものの中で、

価格及び機能を総合的に判断して決定とする。

第１  一般事項



12契約条件及び支払

１） 工事請負契約 津山市契約規則による

２） 入札保証金 津山市契約規則による

３） 契約保証金 津山市契約規則による

４） 前払金 津山市契約規則による

５） 中間払い 津山市契約規則による

６） 完了後の支払い 津山市契約規則による

13手続きの代行

本工事に関して、建築基準法第88条（法第18条）の規定に基づく計画通知等、その他手続きを

要する事項については、図書の作成とすべての手続きを津山市に代わって行うこと。

なお、これに要する費用はすべて請負者の負担とする。

14工事承諾

請負者は契約後速やかに本仕様書及び設計図に基づき工程表及び承諾図を作成し、

津山市担当係員（以下「係員」という。）に提出して承諾を受けること。

15責任施工

本仕様書及び設計図に明記がなくても本工事の目的機能上、又は施工上当然必要

とするものは、請負者の負担で処理し責任施工とするもの。

16現場代理人及び主任技術者

請負者は現場代理人及び主任技術者を選任し、津山市様式により提出し、承諾を

受けること。

なお、現場代理人と主任技術者は兼務することができる。

17専門技術者の派遣

現場施工部分、調整等には熟練した専門技術者を派遣して、管理指導を行い、工

事の円滑な進捗に努めること。

18検査

１） 工事検査

主要機器については完成後その制作工場において係員が立会い、適用

基準に基づいて立会い検査を行う。

ただし、検査員が省略する場合は、現場据え付け時に、これに代わる

検査を行う。

２） 中間検査

工事完了後では容易に点検できない部分についてはその都度係員の検

査を受けこれに合格した後次に進むものとする。

３） 完了検査

本工事が完了すれば速やかに検査が受けられるよう諸手続き及び、検

査の準備を行い、検査員、市係員、現場代理人等の立会いの上、所定

の検査を受けるものとする。

なお、これにかかる費用はすべて請負者負担とする。



19検収

前項の検査に合格した上、さらに施工の適否、体制等については全体検査及び総

合的な作動試験を行い、機能的にも良好であることを確認して受け渡しをする。

20保証及び保証期間

本工事の保証期間は受渡し後満２年間とし、保証期間内に請負者の責任とみなさ

れる原因によって事故が生じた場合（破損、変質、性能低下等）、請負者は無償

で指定する期間内に改修、補修又は新品と交換して修復しなければならない。

21その他

１） 工事中の安全管理及び周辺対策には十分注意のこと。

２） 津山市建築施工管理業務要領を参考のこと。

３） 現地確認の際は必ず津山浄化センターに事前連絡し日時等確認をとってからはいること。

４） 浄化センターは常時稼働中の為、運転管理業務への支障が最小限となるよう計画する事。

５） この仕様書に明記されていない事項及び不明な点、その他必要事項に

ついては、津山市　都市建設部　下水道課　浄化センターに問い合わせのこと。

６） 毎作業終了時は、浄化センターの津山市職員に報告すること。



第１節 総則（目的）

１． この要領は津山市が建築工事請負人に施工させる場合における

請負人の施工管理業務報告の取扱について定めることを目的とする。

第２節 施工前の提出書類

２． 施工計画書 着工前日届

３． 下請負人選定一覧届出書 着工前日届（市指定様式）

４． 施工体制台帳 着工前日届（市指定様式）

５． 工程表 着工前日届（市指定様式）

６． 工事費内訳明細書 着工前日届（市指定様式）

第３節 工事日報の提出

７． 工事日報（市指定様式）１週間毎（月曜日）に提出

第４節 試験報告書の提出

８． 試験報告書（動作試験等） 随時提出

第５節 使用材料の承諾

９． 使用材料承諾願 現場搬入前提出 （市指定様式）

〇建築主要資材購入先一覧 随時提出 （市指定様式）

１０． 資材検収簿 （市指定様式）

第６節 施工要領書、施工図、承認図の提出

１１． 施工図、原寸図、安全領域図 随時提出

１２． 承諾図 随時提出

〇承諾指定日を明記して提出し、承諾済図交付を受けて施工すること

第７節 工事写真の提出

１３． 工事写真 随時提出

〇着工前写真 （カラーＥ版 １組）

〇工程写真 （カラーＥ版 １組）

〇工事完成写真 （カラーＥ版 １組）

・対角線撮影とする

第８節 工事完成届の提出 （市指定様式）

第９節 産業廃棄物処理計画書の提出

１３． 建設廃棄物処理計画書

１４． 産業廃棄物収集運搬業者許可書の写し（委託する場合）

１５． 処分地資料

〇産業廃棄物処分許可書の写し（最終処分・中間処分・積替え・保管等）

〇処分地までの経路地図

〇現状写真

１６． 委託契約書の写し

１７． マニフェストE票の写し

１８． 建設廃棄物処理実績報告書　（津山市様式）

津山市建築工事施工管理業務報告要領



1,業務概要 ２系水処理設備再始動にあたって、機器の劣化が見られるため、

機器改良を行うものである。

2,見積範囲

１）  工事費

・ 施工範囲 ：既設水処理（電気）設備の改修・更新を行う。

　又、既存の電線・ケーブル等の調査を行ない必要に応じ更新を行うこと。

・ 関連工事 ：同場内において、２系水処理（機械）設備改良工事及び長寿命化工事を

　同時進行で行っているため、十分協議のうえ、トラブルとならないよう

　努めること。

・ 安全防護 ：安全については、係員の事前協議の上、十分な安全措置を行う。

　（仮囲い・バリケード等）

・ 仮設 ：足場・室内養生はすべて業者負担とすること。 

　又、電力・用水は既存施設を利用できる。

２） 解体撤去・運搬・処分費

・ 廃棄物処理法に基づき適切に処理計画を行うこと。

・ 廃棄物の運搬は、元請け運搬又は収集運搬許可業者とし、廃棄物が飛散・流失しないこと。

・ 廃材の内、有価品目（鉄骨スクラップ等）、中間処理（リサイクル）を重視すること。

３） 後片付け

・ 周辺の清掃及び車輌進入路清掃を行うこと。

４） その他

・ 必ず現場確認の上見積書作成のこと

・ 撤去工事（処分費含む）、据え付・組み立て費、運搬費を含んだものとする。

第２ 特記事項



3,業務内容

１） ２系№２返送汚泥流量計（電磁式）交換

２） ２系№２返送汚泥濃度計（超音波式）交換

３） ２系№２エアレーションタンクＤｏ計（蛍光式）交換

４） 上記機器の撤去、据付、配線、配管工事

５） 単体試験及び総合試運転調整

4,既設機器仕様

１） №２返送汚泥流量計

（検出器）型式　ＦＭＳ７ＬＴ１１－ＥＷＹＹ１

　　　　　０－８００ｍ３／ｈ

　　　　　フランジ　ＪＩＳ７.５Ｋ　３００Ａ

　　　　　ライニング　ＰＦＡモールド、電極　ＳＵＳ３１６Ｌ

　　　　　製造業者　　富士電機株式会社

（変換器）型式　ＦＭＴＹＮＢ３１

　　　　　電源　ＡＣ１００Ｖ

　　　　　出力　ＤＣ４－２０ｍＡ

　　　　　壁取付型、専用ケーブル３０ｍ

　　　　　製造業者　富士電機株式会社

２） №２返送汚泥濃度計

  　　    型式　ＮＵ－ＳＬ１３０５

　　　　　　　　変換器ＮＵ－ⅢＬＩＳ

　　　　　　　　ＤＣ４－２０ｍＡ　ＩＭＰ　０－４００Ω

　　　　　測定方式　超音波式

　　　　　レンジ（スケール）０－３％

　　　　　フランジ　ＪＩＳ７.５Ｋ　３００Ａ

　　　　　測定対象　濃縮汚泥

　　　　　電源　ＡＣ１００Ｖ、出力ＤＣ４－２０ｍＡ

　　　　　製造業者　(株)西原環境

３） ２系№２エアレーションタンクＤｏ計

　　　　　型式　ＪＯＣ－７１１Ｂ　

　　　　　測定方法　蛍光式

　　　　　浸漬型、洗浄装置付

　　　　　レンジ（スケール）０．００－２０．０ｍｇ／Ｌ

　　　　　電源　ＡＣ１００Ｖ、出力ＤＣ４－２０ｍＡ

　　　　　製造業者　東亜ＤＫＫ㈱



5,更新機器仕様

１） №２返送汚泥流量計

（検出器）

　　　　　レンジ０－８００ｍ３／ｈ

　　　　　フランジ　ＪＩＳ７.５Ｋ　３００Ａ

　　　　　ライニング　テフロン、ＰＦＡ、電極　ＳＵＳ３１６Ｌ

　　　　　測定精度　±０．５％以内ＦＳ

　　　　　測定可能伝導率　１μs／ｃｍ以上

　　　　　*流量計面間は、既設に合わせる事

（変換器）

　　　　　電源　ＡＣ１００Ｖ

　　　　　出力　ＤＣ４－２０ｍＡ

　　　　　壁取付型、専用ケーブル３０ｍ

２） №２返送汚泥濃度計

　　　　　測定方式：超音波式　又は　光式

　　　　　レンジ（スケール）０－３％

　　　　　フランジ　ＪＩＳ７.５Ｋ　３００Ａ

　　　　　測定対象　濃縮汚泥

　　　　　測定精度　±２％ＦＳ

　　　　　*測定面間は、既設に合わせる事

３） ２系№２エアレーションタンクＤｏ計

　　　　　測定方式：蛍光式

　　　　　浸漬型、洗浄装置付

　　　　　レンジ（スケール）０．００－２０．０ｍｇ／Ｌ

　　　　　電源　ＡＣ１００Ｖ、出力ＤＣ４－２０ｍＡ

　　　　　測定精度　１ｍｇ／Ｌ以下　　±０．１ｍｇ／Ｌ

　　　　　　　　　　１ｍｇ／Ｌ以上　　±０．２ｍｇ／Ｌ

6,試験調整

１） 各機器取付及び配線接続後は各機器のもつ機能を確認すると共に、試験調整を行うこと。

２） 試験調整は、単体機器調整だけで無く中央監視装置を含めた全体のシステム試験を行うこと。

※システム試験は、自動制御機能及び各種帳票、トレンド、運転記録を確認する。

7,その他

１） 更新機器に関して、同等品以上の仕様であれば認める。

２） 機器の据付及び盤内機器の取付は、現場調査を十分調査し、既設制御回路についても

十分確認の上、施工を行う事

３） 現地調査を行う場合は、事前に担当課へ連絡の上日程を調整して行うこと。


